
寡父母

父母

父母

母

父母

寡

寡

父母

父母Ｐ42

Ｐ43

Ｐ44

Ｐ45

Ｐ46

Ｐ46

Ｐ47

父母

父母 寡

Ｐ56

Ｐ57

Ｐ49

Ｐ50

Ｐ51

Ｐ52

Ｐ52

Ｐ52

Ｐ53

Ｐ54

Ｐ54

Ｐ55

Ｐ55

こどもの健康のために

医療費が高額になった時の負担軽減

あなた自身の健康のために

市営住宅

県営住宅

母子生活支援施設

県営・市営住宅マップ

戸籍（離婚、名字の変更）

家庭裁判所

養育費の取り決めと強制執行等

養育費確保支援事業

遺族基礎年金

遺族厚生年金

年金

公正証書・公証役場

所得税・市県民税の申告

雇用保険

医療保険

出会いの場に参加してみませんか？

子育て費用、これからいくらかかるの？

イベントのお知らせ・お役立ちページ
やくし だ

配偶者は

「離婚の後に必要な手続き」

離婚について悩んでいませんか？
り なやこん

37

45

20

養育費の取り決めと強制執行（P５１）へ

養育費確保支援事業（P５２）へ

戸籍（離婚、名字の変更）（P４９）へ

こどもがいる夫婦の離婚には様々な悩みや困りごとが伴う場合があります。佐賀市こども家庭

センターには以下のような相談が多く寄せられています。

佐賀市こども家庭センター（P２）へ

佐賀市こども家庭センター（P２）へ

こどもの氏（名字）の変更

こどもの進学費用が足りない



保育料等の軽減

運転免許証等の記載事項変更（氏名・本籍）

※手続き前に電話またはホームページで詳細を確認してください。

医療保険の切替

【運転免許センター】℡98-2220

離婚の後に必要な手続き

（チェックしてみてください）

（任意）

届出した日の翌日から起算して原則４営業日目

住民票抄本（本籍地記載のもの・マイナンバーの記載がないもの）□医療保険の扶養からはずれる
等の場合には、医療保険の切替
の手続きが必要です。

マイナンバーが確認できるもの

110

1

110

（任意）

の加入医療保険情報の
わかる書類

運転免許証等

各警察署・運転免許センター

保育料等の軽減



保育料等の軽減

運転免許証等の記載事項変更（氏名・本籍）

※手続き前に電話またはホームページで詳細を確認してください。

医療保険の切替

【運転免許センター】℡98-2220

離婚の後に必要な手続き

（チェックしてみてください）

（任意）

届出した日の翌日から起算して原則４営業日目

住民票抄本（本籍地記載のもの・マイナンバーの記載がないもの）□医療保険の扶養からはずれる
等の場合には、医療保険の切替
の手続きが必要です。

マイナンバーが確認できるもの

110

1

110

（任意）

の加入医療保険情報の
わかる書類

運転免許証等

各警察署・運転免許センター

保育料等の軽減


